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結
婚
を
希
望
さ
れ
る
方
の
お
悩
み

や
ご
相
談
を
、
い
ば
ら
き
マ
リ
ッ
ジ

サ
ポ
ー
タ
ー
・
五
霞
町
結
婚
支
援
員

が
お
受
け
し
ま
す
。
親
御
さ
ん
の
み

の
ご
相
談
も
可
能
で
す
。

　
相
談
時
間
は
30
分
か
ら
45
分
で
す
。

相
談
費
用
、
登
録
料
な
ど
は
か
か
り

ま
せ
ん
。
予
約
制
で
す
の
で
、
お
電

話
で
ご
予
約
く
だ
さ
い
。

　
相
談
内
容
等
秘
密
は
厳
守
し
ま
す

の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
場
所

　
ひ
ば
り
の
里
　
会
議
室
②

　
五
霞
町
大
字
江
川
３
２
０
１
番
地

　
☎
（80）
１
１
６
５

○
日
時
　
１
月
10
日
（日）

　
　
　
　
午
前
10
時
～
午
後
４
時

○�

持
ち
物

　�

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
作
成
を
希
望
さ
れ

る
方
は
、
写
真
（
で
き
れ
ば
全
身
、

Ｌ
判
）、
印
鑑

○
受
付
期
間

　
12
月
17
日
（木）
～
27
日
（日）

○
お
申
し
込
み

・
電
話
の
場
合

　
☎
０
９
０
―

４
３
６
６
―

２
９
７
６

�

（
神
原
）

　
☎
０
９
０
―

１
１
０
０
―

１
３
１
６

�

（
野
口
）

　
☎
０
８
０
―

５
８
９
６
―

３
１
３
４

�

（
伊
藤
）

　
電
話
受
付
時
間

　
　
正
午
～
午
後
７
時

　町公式ホームページ URLはこちら→http://www.town.goka.lg.jp/　

結
婚
相
談
会

・
メ
ー
ル
の
場
合

　yui0104@
outlook.com

　�

氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
、
現
住

所
、
希
望
時
間
、
連
絡
先
（
で
き

れ
ば
携
帯
電
話
）
を
明
記
し
て
く

だ
さ
い
。

○�

主
催

　�

い
ば
ら
き
マ
リ
ッ
ジ
サ
ポ
ー
タ
ー

県
西
地
域
活
動
協
議
会
・
五
霞
町

結
婚
支
援
員
連
絡
会

県
税
納
税
証
明
書

　
１
９
４
８
年
（
昭
和
23
年
）
12
月

10
日
、
国
連
総
会
で
世
界
人
権
宣
言

が
採
択
さ
れ
た
の
を
記
念
し
、
毎
年

12
月
10
日
は
「
人
権
デ
ー
」
と
定
め

ら
れ
ま
し
た
。

　
法
務
省
と
全
国
人
権
擁
護
委
員
連

合
会
で
は
、
人
権
デ
ー
を
最
終
日
と

す
る
12
月
４
日
か
ら
10
日
ま
で
を

「
人
権
週
間
」
と
し
て
各
種
の
人
権

啓
発
活
動
を
行
い
ま
す
。

　
人
権
は
、
自
分
と
同
じ
よ
う
に
他

の
人
に
も
あ
る
こ
と
を
考
え
、
お
互

い
に
相
手
の
立
場
を
考
え
、
豊
か
な

人
間
関
係
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

▪
第
67
回
人
権
週
間
強
調
事
項

「�

み
ん
な
で
築
こ
う
　
人
権
の
世
紀
　

考
え
よ
う
相
手
の
気
持
ち
　
育
て

よ
う
　
思
い
や
り
の
心
」

○
女
性
の
人
権
を
守
ろ
う

○
子
ど
も
の
人
権
を
守
ろ
う

○�
高
齢
者
を
大
切
に
す
る
心
を
育
て

よ
う

○�

障
害
の
あ
る
人
の
自
立
と
社
会
参

加
を
進
め
よ
う

○�

同
和
問
題
に
関
す
る
偏
見
や
差
別

を
な
く
そ
う

○�

ア
イ
ヌ
の
人
々
に
対
す
る
理
解
を

深
め
よ
う

○
外
国
人
の
人
権
を
尊
重
し
よ
う

○�

Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
者
や
ハ
ン
セ
ン
病
患

者
等
に
対
す
る
偏
見
を
な
く
そ
う

○�

刑
を
終
え
て
出
所
し
た
人
に
対
す

12
月
４
日
か
ら
10
日
ま
で
は

人
権
週
間
で
す

る
偏
見
を
な
く
そ
う

○�

犯
罪
被
害
者
と
そ
の
家
族
の
人
権

に
配
慮
し
よ
う

○�

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
悪
用
し
た
人

権
侵
害
を
な
く
そ
う

○�

北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
人
権
侵
害
問

題
に
対
す
る
認
識
を
深
め
よ
う

○�

ホ
ー
ム
レ
ス
に
対
す
る
偏
見
を
な

く
そ
う

○�

性
的
指
向
を
理
由
と
す
る
差
別
を

な
く
そ
う

○�

性
同
一
性
障
害
を
理
由
と
す
る
差

別
を
な
く
そ
う

○
人
身
取
引
を
な
く
そ
う

○�

東
日
本
大
震
災
に
起
因
す
る
人
権

問
題
に
取
り
組
も
う

▪�

人
権
擁
護
委
員
が
法
務
局
に
常
駐

し
て
皆
さ
ん
の
ご
相
談
に
お
答
え

し
ま
す

　
水
戸
地
方
法
務
局
下
妻
支
局
で
は
、

法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
を
受
け
た
人
権

擁
護
委
員
が
、
当
支
局
に
常
駐
し
、

地
域
住
民
の
人
権
が
侵
害
さ
れ
な
い

よ
う
注
意
を
払
い
、
も
し
、
人
権
が

侵
害
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
相
談
を

受
け
、
被
害
救
済
の
た
め
速
や
か
に

適
切
な
対
応
を
採
っ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
こ
の
常
駐
制
度
を
ご
利
用

い
た
だ
く
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
と

お
り
無
料
で
人
権
相
談
（
電
話
に
よ

る
相
談
可
）
に
応
じ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
こ
の
ほ
か
祝
祭
日
等
の
休

日
を
除
く
毎
日
午
前
８
時
30
分
か
ら

午
後
５
時
15
分
ま
で
は
当
支
局
職
員

に
よ
る
相
談
等
も
行
っ
て
い
ま
す
。

○
常
駐
時
間

　
毎
週
月
曜
日

（
祝
祭
日
等
の
休
日
を
除
く
）

　
午
前
10
時
～
午
後
３
時

○
常
駐
場
所

　
下
妻
市
下
妻
乙
１
２
４
番
地
２

　
水
戸
地
方
法
務
局
下
妻
支
局
別
館

　
☎
０
２
９
６
（43）
３
９
３
５

○�

常
駐
委
員
　
下
妻
人
権
擁
護
委
員

協
議
会
所
属
の
人
権
擁
護
委
員

特
設
人
権
相
談
所（
無
料
）を

開
設
し
ま
す

�

（
総
務
課
）

　
特
設
人
権
相
談
所
で
は
、
法
務
省

か
ら
委
嘱
さ
れ
た
町
の
人
権
擁
護
委

員
と
法
務
局
職
員
が
、
住
民
の
皆
さ

ま
の
人
権
に
関
す
る
問
題
（
虐
待
・

暴
力
・
セ
ク
ハ
ラ
・
同
和
問
題
・
高

齢
者
・
障
害
者
等
）
に
つ
い
て
の
相

談
に
応
じ
ま
す
。

　
秘
密
の
取
り
扱
い
と
な
り
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
日
時
　
12
月
７
日
（月）

　
午
前
10
時
～
午
後
３
時

○
場
所
　
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

○
お
問
い
合
わ
せ

　
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　
☎
（84）
３
５
９
５
（
直
通
）

　
県
税
事
務
所
で
は
、
車
検
用
納
税

証
明
書
の
他
に
、
次
の
２
種
類
の
証

明
書
が
発
行
で
き
ま
す
。

①�

税
目
別
、
年
度
ご
と
の
納
税
状
況

の
証
明
書

②�

す
べ
て
の
県
税
に
つ
い
て
の
未
納

の
な
い
こ
と
の
証
明
書

　
申
請
前
に
、
ど
ち
ら
が
必
要
か
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

○
申
請
に
必
要
な
も
の

・
納
税
義
務
者
の
印
鑑

�

（
法
人
は
代
表
者
の
登
録
印
）

・
証
明
手
数
料
（
現
金
）

�

（
１
件
に
つ
き
４
０
０
円
）

※�

代
理
人
申
請
の
場
合
は
、
委
任
状

が
必
要
で
す
。

※�

直
近
（
約
２
週
間
程
度
）
に
県
税

を
納
め
た
場
合
は
、
そ
の
領
収
書

を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
筑
西
県
税
事
務
所
境
支
所

　
☎
（87）
１
１
２
０


